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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年３月１４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年１２月１２日 ０６時５４分ごろ 

発生場所 香川県三豊
み と よ

市詫間
た く ま

町三崎西南西方沖 

 讃岐
さ ぬ き

三埼
み さ き

灯台から真方位２４６°３.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°１４.２′ 東経１３３°２９.５′） 

事故の概要 旅客フェリーおれんじホープは、南西進中、また、貨物船貴
き

鳳
ほう

丸

は、南東進中、両船が衝突した。 

 おれんじホープは、右舷中央部に破口等を、また、貴鳳丸は、船首

部に凹損等を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年１２月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 旅客フェリー おれんじホープ、１５,７３２トン 

１４００６３、四国開発フェリー株式会社 

   １７９.９２ｍ×２７.５０ｍ×１８.１５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１８,５５０kＷ、平成１６年１０月１９日 

Ｂ 貨物船 貴鳳丸、４９７トン 

   １３５０９７、進宏海運株式会社 

   ７５.６９ｍ×１２.００ｍ×７.００ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成７年１０月２６日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５５歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１１年８月６日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２７年１２月１４日 

    免状有効期間満了日 平成３１年８月５日 

航海士Ａ 男性 ５４歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成５年５月２１日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２７年１２月２１日 

  免状有効期間満了日 平成３０年５月２０日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６１歳 

   三級海技士（航海） 
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    免 許 年 月 日 平成２年８月８日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２７年７月１６日 

    免状有効期間満了日 平成３２年７月１５日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部に破口等 

Ｂ 船首部に凹損等 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ４、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日出時刻：０７時０２分 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１５人が乗り組み、旅客４人を乗

せ、車両１１６台を積載し、愛媛県新居浜
に い は ま

市新居浜東港に向け、平成

２９年１２月１２日０１時１８分ごろ阪神港神戸第２区六甲アイラン

ドフェリーふ頭を出港した。 

 船長Ａは、出港操船を指揮した後も、新人の三等航海士と共に船橋

当直につき、０４時２５分ごろ備讃瀬戸東航路に入航して間もなく、

航海士Ａに当直を引き継いだ後、降橋した。 

航海士Ａは、船長Ａから当直を引き継いだ後、法定の灯火を表示

し、レーダー１台を３Ｍレンジで、もう１台を６Ｍレンジで、どちら

もノースアップ表示として中心を画面の約１／４後方に移動させ、船

橋前部中央のジャイロ・レピータ付近に立ち、甲板手と共に操船に当

たった。 

航海士Ａは、備讃瀬戸北航路を出航した後、自動操舵により、約１

９ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で備後
び ん ご

灘の推薦航路

線に沿って西南西進中、０６時４１分ごろほぼ正船首５Ｍ付近にＢ船

のレーダー映像を初認し、０６時４２分ごろ備後灘航路第７号灯浮標

を通過したので、新居浜東港に向けて左転した。 

航海士Ａは、備後灘の推薦航路線から外れて南西進を開始したの

で、特に航行に支障となる船舶はいないものと思い、約２２５°の針

路及び約２０knの速力で航行した。 

航海士Ａは、左舷前方から接近する反航船を認めたので、同反航船

に注意を向けていたところ、甲板手が叫ぶ声で、右舷船首方約７０°

～８０°、約０.１ＭのところにＢ船の船首部を認め、甲板手に対

し、手動操舵に切り替えて右舵一杯を指示したものの、間に合わず、

０６時５４分ごろＡ船の右舷中央部とＢ船の船首部とが衝突した。 

船長Ａは、自室で休息中、衝撃を感じて直ちに昇橋し、海上保安庁

に本事故の発生を通報した後、浸水の有無等を確認させ、航行可能と

判断して自力で新居浜東港に入港した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、空倉の状態で、香川県丸亀港

に向け、１１日１８時３０分ごろ関門港若松区戸畑を出港した。 

 船長Ｂは、１２日０６時３０分ごろ愛媛県上島町高井神島付近で昇
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橋して一等航海士から船橋当直を引継ぎ、レーダー１台を３Ｍレンジ

のヘッドアップ表示とし、法定の灯火を表示して単独で操船に当たっ

た。 

船長Ｂは、自動操舵により、約１１knの速力で、しばらく備後灘の

推薦航路線に沿って東北東進した後、備讃瀬戸南航路に入航するまで

に、丸亀港の到着予定時刻に合わせて時間調整を行うこととし、０６

時４２分ごろ右転し、燧灘に向けて南東進を開始した。 

船長Ｂは、０６時４４分ごろ左舷船首方約６０°に、Ａ船のマスト

灯２個及び右舷灯を初認し、すでに薄明になっていたので、Ａ船が旅

客フェリーであることを知った。 

船長Ｂは、Ａ船がＢ船の進路を避ける立場にあり、Ａ船がＢ船に比

べて操縦性能が優れている船種なので、いずれ、Ａ船が右転してＢ船

の船尾方を通過するものと思い、船橋左舷後部の海図机の前に立って

船尾方を向き、海図で距離を測って丸亀港の着時刻を計算した後、荷

役関係書類を作成しながら、南東進を続けた。 

Ｂ船は、南東進中、その船首部とＡ船の右舷中央部とが衝突したの

で、船長Ｂが衝撃でＡ船と衝突したことを知った。 

船長Ｂは、ＶＨＦ無線電話でＡ船と交信し、連絡先及び損傷状況等

を互いに連絡した後、海上保安庁への通報をＡ船に依頼した。 

Ｂ船は、航行可能と判断し、自力で香川県坂出港に入港した。 

（付図１ 航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、付表２ 

Ｂ船のＧＰＳプロッター記録（抜粋）、写真１ Ａ船の損傷状況、

写真２ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項  航海士Ａは、約３１年間の旅客フェリーの乗船経験があった。 

航海士Ａは、Ｂ船のレーダー映像を初認した後、Ｂ船がそのまま備

讃瀬戸南航路の西口に向けて東北東進するものと思い、船橋前部中央

のジャイロ・レピータ付近に立ち続けていたので、後方にある２台の

レーダーを見ることはなかった。 

船長Ｂは、遠洋漁船や内航貨物船などに、約４０年間の乗船経験が

あった。 

船長Ｂは、Ａ船が旅客フェリーであることを知ったものの、船橋左

舷後部の海図机の前に立って船尾方を向き、Ａ船の動静を監視するこ

とはなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、三崎西南西方沖を南西進中、航海士Ａが、備後灘の推薦航

路線から外れたので、特に航行に支障となる船舶はいないものと思

い、左舷前方から接近する反航船に注意を向け、右舷方の見張りを適
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切に行っていなかったことから、接近するＢ船に気付かずに航行を続

け、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、三崎西南西方沖を南東進中、船長Ｂが、Ａ船がＢ船の進路

を避ける立場にあり操縦性能も優れている船種なので、いずれ、Ａ船

が右転してＢ船の船尾方を通過するものと思い、船橋左舷後部の海図

机のところで、着時刻の計算や荷役関係書類を作成し、見張りを適切

に行っていなかったことから、Ａ船がＢ船の進路を避けずに接近する

ことに気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、日出前の薄明時、三崎西南西方沖において、Ａ船が南西

進中、Ｂ船が南東進中、航海士Ａが、備後灘の推薦航路線から外れた

ので、特に航行に支障となる船舶はいないものと思い、左舷前方から

接近する反航船に注意を向け、右舷方の見張りを適切に行っておら

ず、また、船長Ｂが、Ａ船がＢ船の進路を避ける立場にあり操縦性能

も優れている船種なので、いずれ、Ａ船が右転してＢ船の船尾方を通

過するものと思い、船橋左舷後部の海図机のところで、着時刻の計算

や荷役関係書類を作成し、見張りを適切に行っていなかったため、両

船が衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・他船の動向を、憶測や思い込みで判断せず、レーダーやＡＲＰＡ

等を活用して、常時適切な見張りを行うこと。 

・旅客フェリーの場合、大型で船速も速く、人命や車両等を積載し

ていることから、一層の安全運航が求められるので、操船者は、

一方向の見張りに偏ることなく、周囲の船舶の動向を把握するこ

とに努めること。 

・操舵員は、操船者の見張りの補助に努めるとともに、積極的かつ

早期に、他船の動向などを操船者に伝えること。 
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付図１ 航行経路図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大 

                      拡大 

（航跡はＧＰＳプロッター） 

事故発生場所 

（平成２９年１２月１２日  

０６時５４分ごろ発生） 

（航跡はＧＰＳプロッター） 
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時刻 
船   位 ※ 

対地針路※ 船首方位※ 対地速力 
北  緯 東  経 

(時：分：秒) (°－′－″) (°－′－″) (°) (°) (kn) 

06:40:58 34-17-11.5 133-33-20.6 245.6 245 18.8 

06:41:04 34-17-10.7 133-33-18.5 245.5 245 18.8 

06:42:00 34-17-02.4 133-32-58.7 239.0 233 18.4 

06:43:04 34-16-49.6 133-32-42.4 225.0 225 18.3 

06:44:04 34-16-36.4 133-32-26.5 226.5 226 19.0 

06:45:04 34-16-23.1 133-32-08.5 227.0 226 19.4 

06:46:04 34-16-10.0 133-31-51.8 226.0 226 19.7 

06:47:04 34-15-56.1 133-31-34.9 226.2 226 19.9 

06:48:11 34-15-40.9 133-31-15.1 226.0 226 20.0 

06:49:11 34-15-27.1 133-30-57.5 226.0 225 20.1 

06:50:11 34-15-12.4 133-30-39.8 225.0 225 20.2 

06:51:11 34-14-58.3 133-30-22.8 224.0 225 20.3 

06:52:10 34-14-43.9 133-30-05.4 224.0 225 20.3 

06:53:04 34-14-31.1 133-29-50.0 225.0 226 20.3 

06:53:10 34-14-29.3 133-29-47.6 225.0 226 20.3 

06:53:16 34-14-28.3 133-29-46.4 225.0 226 20.3 

06:53:28 34-14-25.4 133-29-43.0 225.0 225 20.3 

06:53:34 34-14-23.5 133-29-40.7 225.0 225 20.3 

06:53:41 34-14-21.8 133-29-38.6 225.0 225 20.3 

06:53:46 34-14-20.9 133-29-37.5 225.0 222 20.3 

06:53:52 34-14-19.0 133-29-35.2 224.0 220 20.2 

06:54:05 34-14-15.9 133-29-32.4 221.0 225 19.7 

06:54:10 34-14-14.9 133-29-31.5 220.0 230 19.3 

06:54:14 34-14-14.0 133-29-30.5 221.0 233 19.2 

06:54:20 34-14-12.4 133-29-28.1 224.0 237 18.9 

06:54:24 34-14-11.8 133-29-26.9 226.0 239 18.8 

06:54:30 34-14-11.2 133-29-25.6 230.0 241 18.6 

06:54:34 34-14-10.6 133-29-24.3 232.0 242 18.5 

06:54:41 34-14-09.4 133-29-21.6 235.0 244 18.5 

06:54:45 34-14-08.9 133-29-20.2 237.0 245 18.5 

06:54:50 34-14-08.6 133-29-19.6 244.2 247 18.8 

06:54:56 34-14-07.7 133-29-17.2 246.5 249 18.8 

06:55:00 34-14-07.3 133-29-16.2 247.5 251 18.8 

 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。（以下同じ。） 

また、対地針路及び船首方位は真方位である。

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 
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               （プロットは０.５ケーブルごと） 

 

船   位 ※ 船   位 ※ 

北  緯 東  経 北  緯 東  経 

(°-′-″) (°-′-″) (°-′-″) (°-′-″) 

34-15-32.9 133-27-33.5 34-14-53.3 133-28-39.1 

34-15-31.4 133-27-36.8 34-14-51.5 133-28-42.1 

34-15-29.6 133-27-39.8 34-14-49.6 133-28-45.1 

34-15-27.8 133-27-42.7 34-14-47.8 133-28-48.1 

34-15-26.0 133-27-45.7 34-14-46.0 133-28-51.1 

34-15-24.2 133-27-48.5 34-14-44.2 133-28-54.1 

34-15-22.4 133-27-51.6 34-14-42.4 133-28-57.2 

34-15-20.6 133-27-54.5 34-14-40.5 133-29-00.2 

34-15-18.8 133-27-57.5 34-14-38.7 133-29-03.2 

34-15-17.0 133-28-00.4 34-14-36.9 133-29-06.2 

34-15-15.1 133-28-03.3 34-14-35.1 133-29-09.2 

34-15-13.3 133-28-06.3 34-14-33.4 133-29-12.2 

34-15-11.5 133-28-09.2 34-14-31.5 133-29-15.2 

34-15-09.7 133-28-12.2 34-14-29.8 133-29-18.2 

34-15-07.9 133-28-15.2 34-14-28.0 133-29-21.2 

34-15-06.1 133-28-18.2 34-14-26.2 133-29-24.2 

34-15-04.3 133-28-21.2 34-14-24.4 133-29-27.3 

34-15-02.4 133-28-24.1 34-14-22.6 133-29-30.4 

34-15-00.5 133-28-27.1 34-14-20.8 133-29-33.4 

34-14-58.7 133-28-30.1 34-14-17.9 133-29-34.4 

34-14-56.9 133-28-33.1 34-14-15.7 133-29-36.8 

34-14-55.1 133-28-36.1 34-14-13.6 133-29-39.4 

 

付表２ Ｂ船のＧＰＳプロッター記録（抜粋） 
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写真１ Ａ船の損傷状況 
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写真２ Ｂ船の損傷状況 

 


